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食 品安全委員会  

汚染物質・化学物質専門調査会  

合同ワーキンググループ  

第４回会合議事録  

 

１．日時  平成 18 年 10 月 18 日（水）  10:00～ 11:59 

 

２．場所  食品安全委員会大会議室 

 

３．議事 

（１） 水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品健康影響評価について 

（２） 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価について 

（３） その他 

 

４．出席者 

 （専門委員） 

 佐藤座長、太田専門委員、立松専門委員、千葉専門委員、広瀬専門委員、 

 廣瀬専門委員、前川専門委員 

 （食品安全委員会委員）   

    小泉委員、長尾委員、野村委員、本間委員、見上委員 

 （事務局） 

日野事務局次長、國枝評価課長、中山評価調整官、増田課長補佐 

 

５．配布資料 

  資料１－１ 水道により供給される水の水質基準の設定について 

        塩素酸（平成 18 年８月 31 日付け厚生労働省 発健第 0831008 号） 

  資料１－２ 水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品健康影響評価に 
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        ついて（８月 31 日付けで食品健康影響評価を依頼した事項）（平成 18

        年９月７日付け厚生労働省健康局水道課） 

  資料１－３ 水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品健康影響評価  

        塩素酸（案） 

  資料１－４ 概要版 

        水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品健康影響評価  

        塩素酸（案） 

  資料２   清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価への暴露状況の記載追加

        について（四塩化炭素、１，４－ジオキサン、塩素酸、ジクロロアセト

        ニトリル、抱水クロラール、塩素（残留塩素）（案）） 

  資料３－１ 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 

        番号１３ １，１－ジクロロエチレン（案） 

  資料３－２ 概要版 

        清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 

        番号１３ １，１－ジクロロエチレン（案） 

  資料４－１ 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 

        番号１４ シス－１，２－ジクロロエチレン（案） 

        番号３６ トランス－１，２ジクロロエチレン（案） 

  資料４－２ 概要版 

        清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 

        番号１４ シス－１，２－ジクロロエチレン（案） 

        番号３６ トランス－１，２ジクロロエチレン（案） 

  資料５－１ 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 

        番号１６ テトラクロロエチレン（案） 

  資料５－２ 概要版 

        清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 

        番号１６ テトラクロロエチレン（案） 

  参考資料１ 清涼飲料水（化学物質）に係る評価書記載項目 

  参考資料２ 清涼飲料水（化学物質）の評価に係る優先順位について 
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６．議事内容 

○佐藤座長  おはようございます。それでは、時間でございますので、ただいまから、第

４回「汚染物質・化学物質専門調査会合同ワーキンググループ」を開催いたします。 

  本日は、安藤委員が御都合により欠席されていらっしゃいます。そのほか７名の専門委

員には御出席いただいております。専門委員の皆様におかれましては、御多忙の中御出席

いただき、ありがとうございました。 

  本日は食品安全委員会より見上先生、小泉先生、長尾先生、野村先生、本間先生に御出

席いただいております。 

  まず最初に、事務局からお知らせがあるので、よろしくお願いいたします。 

○増田課長補佐  今般、委員会と専門調査会の議論を活性化しまして、親委員会と専門調

査会との連携を強化するという趣旨で、13 の評価グループの専門調査会につきましても、

企画、リスコミ、緊急時の専門調査会と同じように、委員長以外の常勤の委員が担当を持

たれるということになりました。 

  汚染物質、化学物質専門調査会につきましては、常勤委員では小泉委員が主担当に、長

尾委員が担当ということになられました。その他の委員につきましては、御出席が可能で

あれば、これまでと同様に御参加していただくということにしております。 

  以上です。 

○佐藤座長  ありがとうございます。今、御紹介があったように御担当が決まったという

ことでございますけれども、小泉先生にはこれまでもずっと本日の汚染物質、化学物質専

門調査会合同ワーキンググループあるいは汚染物質専門調査会は特にお世話になっており

ましたけれども、今回改めて決まったということで、小泉先生、長尾先生に一言ずつ御発

言いただきたいと思います。 

  まず、小泉先生からお願いいたします。 

○小泉委員  今、事務局並びに座長がおっしゃいましたように、我々親委員会としまして

も、いろんな専門調査会同士の審議がどうなっているのかとか、あるいは汚染物質、化学

物質専門調査会におきましても、食品安全委員会に対して、こんなことをするべきではな

いかとか、いろいろと御意見もあると思いますので、私どもは一応、長尾委員と２人で担

当させていただいて、サポートをできることがあれば、今後何なりと御意見を言っていた

だいて調整することができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長  長尾先生、よろしくお願いいたします。 

○長尾委員  こういうわけですので、よろしくお願いいたします。 
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○佐藤座長  どうもありがとうございました。今までとそう変わることはないと思うんで

すけれども、より緊密に連絡をとりながらという形で、御指導を仰いだりしながらやって

いければと思います。 

  それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は議事次第にございますように「清

涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価について」及び「水道により供給される水の

水質基準の設定に係る食品健康影響評価について」ということでございます。これから 12

時までの約二時間を予定しています。 

  まず事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○増田課長補佐  それでは、資料の確認をさせていただきます。 

  議事次第が裏表になっています。座席表、委員名簿。その後が資料になっております。 

  資料１－１「水道により供給される水の水質基準の設定について」。 

  資料１－２は、それに付随します「水道により供給される水の水質基準の設定に係る食

品健康影響評価について」という資料でございます。 

  資料１－３「水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品健康影響評価  塩素

酸（案）」でございます。 

  資料１－４は、その概要版であります。 

  資料２「清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価への暴露状況の記載追加につい

て」でございます。 

  資料３－１「清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価  番号 13  １，１－ジクロ

ロエチレン（案）」でございます。これが 28 ページほどあります。 

  資料３－２は、その概要版でございます。 

  同様に資料４－１が 28 ページございます。これが「清涼飲料水に係る化学物質の食品健

康影響評価  番号 14  シス－１，２－ジクロロエチレン（案）  番号 36  トランス－１，

２－ジクロロエチレン（案）」でございます。 

  資料４－２は、その概要版で１枚紙になっております。 

  資料５－１「清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価  番号 16  テトラクロロエ

チレン（案）」になっております。これが 36 ページほどあります。 

  資料５－２は、その概要版になっております。 

  参考資料１「清涼飲料水（化学物質）に係る評価書記載項目」。 

  参考資料２「清涼飲料水（化学物質）の評価に係る優先順位について」という資料にな

っております。 
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  資料の不足等ございますでしょうか。資料の確認については以上です。 

○佐藤座長  ありがとうございました。特に資料について過不足がなければ、議事に入り

たいと思います。 

  それでは、前回の議事から時間が経っておりますので、前回の議事の概要を事務局から

説明していただいて、頭のウォーミングアップを図りたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○増田課長補佐  前回の会合におきましては、まず清涼飲料水の評価に係る優先順位の考

え方につきまして、その案を委員の方々に審議していただきまして、一部修正の上、採用

ということになりました。 

  その内容が参考資料２でございます。裏側になりますけれども、（１）知見収集済み物

質ということで、食品安全委員会においてリスク評価済みの物質３物質としておりますが、

前回の審議の中ではここに水銀が入っておったんですけれども、その水銀については 

メチル水銀が審議されたわけであって、水銀についての評価はされていないということで、

優先物質４の重要物質の中に水銀を移したという状況でございます。 

  また前回につきましては、評価書案が既にできている物質の中から、塩素（残留塩素）、

四塩化炭素、１，４－ジオキサン、１，１－ジクロロエチレンの４物質について審議いた

しまして、１，１－ジクロロエチレンを除く３物質については御了承いただきました。 

  以上でございます。 

○佐藤座長  ありがとうございました。前回の概要ということだったんですけれども、特

に御意見とか御質問はございませんね。よろしいですか。 

  それでは、今日の審議に進みたいと思います。まずは「水道により供給される水の水質

基準の設定に係る食品健康影響評価について」ということで、これは８月 31 日付けで厚生

労働省より諮問があったということなんですけれども、これについて事務局から御説明を

お願いいたします。 

○増田課長補佐  それでは、資料１－１「水道により供給される水の水質基準の設定につ

いて」、資料１－２「水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品健康影響評価

について」を簡単に御説明いたします。 

  本件につきましては、８月 31 日付けで諮問がありまして、諮問書が資料１－１になりま

す。９月７日の食品安全委員会で厚生労働省から説明を受けたものであります。 

  資料１－２を御覧ください。これは９月７日に厚生労働省の水道課が説明されたペーパ

ーでございます。 



 

 6

  まず「１．厚生労働省におけるこれまでの検討状況」の下から４行目からになりますが、

水質基準の見直し等を行うことについて、８月４日に開催されました厚生科学審議会生活

環境水道部会に報告し、了承を得たことから、食品健康影響評価について意見を求めるこ

ととなったということでございます。 

  「２．食品安全委員会へ食品健康影響評価について意見を求める内容」ですが、まず塩

素酸なんですけれども、これは現在、水道基準値が設定されておりません。現在の管理に

つきましては、水質管理目標という形で、通達で管理しているという状況です。 

  ここの４行目からですけれども「水道水の消毒剤として広範に使用されている次亜塩素

酸を長期間貯蔵すると、その酸化により、塩素酸濃度の上昇が起こることがあり、特に高

温下での貯蔵はその上昇が顕著であることが明らかとなった。浄水において、厚生労働省

健康局長通知に基づく評価値（0.6 mg/L*以下）の 1/10 を超えて検出される事案があり、

平成 15 年厚生科学審議会答申（厚科審第５号）において示された『水道基準への分類要件』

に該当することとなるため、今般、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第１

項第７号の規定に基づき、水道法第４条第２項の規定に基づく水質基準として『塩素酸』

を追加することについて、食品安全委員会の意見を求めることとしたものである」という

ことでございます。 

  ここで結論が出て答申をした場合に、直ちに水質基準に関する省令等の改正を行うとい

うことでございます。 

  今回の諮問におきまして、評価すべき塩素酸でございますが、これはもう清涼飲料水の

48 物質の中に含まれておりまして、その評価書につきましては平成 18 年５月 17 日に開催

しました第２回合同ワーキンググループで審議しております。 

  今回の諮問の評価につきましては、既に清涼飲料水における食品健康影響評価で審議し

た評価書案の内容を記載させていただきました、この資料１－３「水道により供給される

水の水質基準の設定に係る食品健康影響評価  塩素酸（案）」と、その概要の資料１－４

というものを作成しております。 

  まず資料１－３でございますが「水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品

健康影響評価  塩素酸（案）」ということで、これは「清涼飲料水に係る化学物質の食品

健康影響評価  次亜塩素酸（案）」の題名を付け替えただけで、後の内容は同じというこ

とでございます。 

  概要の１－４を見ていただきたいんですけれども、第２回ワーキンググループでの結論

でございますが、遺伝毒性、発がん性については、現時点では遺伝毒性発がん物質には分
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類されないということで、ＴＤＩ設定という方法で、ＮＯＡＥＬは 30 mg/kg 体重/日。こ

れはラットの 90 日間の飲水投与試験で得られた甲状腺のコロイドの枯渇からとなってい

ます。不確実係数は、種差、個体差、90 日という短期試験で得られたということについて

各 10 としまして、ＴＤＩは 30μg/kg 体重/日ということで結論を出しておるところでござ

います。 

  そのときの評価書に比べて、資料１－３の９～10 ページに「４．暴露状況」についての

記載をさせていただいております。それから、11 ページの表３に検出状況を示させていた

だいております。これについては、次の項目で暴露の追加記載について御説明させていた

だきます。 

  以上についてよろしいでしょうか。 

○佐藤座長  ありがとうございました。厚労省から新たに諮問があったわけですけれども、

もう既に清涼飲料水に含まれる物質として検討をしている物質だったので、そのまま書き

換えて答申にしたいということだったと思うんですけれども、何か御意見はございますで

しょうか。 

  清涼飲料水で検討したものをそのまま水道水に使っていいのかというところは、もしか

すると御意見のある先生がいらっしゃるかもしれません。あるいは暴露状況は後で御説明

ということですが、暴露のレベルがどれくらいあるのか、exposure assessment もしろと

いうことで入れていただいたと思うんですけれども、特に御意見はございませんでしょう

か。 

  なければ、水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品健康影響評価としても、

資料１－３のとおりでいいということでよろしいですね。 

（「はい」と声あり） 

○佐藤座長  ありがとうございます。では、事務局はその方向で作業を進めてください。

○増田課長補佐  わかりました。今後これにつきましては、汚染物質、化学物質それぞれ

の専門調査会に報告した上で、意見・情報の募集という手続になるかと思いますけれども、

その辺はまた皆様方に御確認等を取ると思いますけれども、その際はまたよろしくお願い

いたします。 

○佐藤座長  ありがとうございました。 

  それでは、次に「清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価について」という議題

に入りたいと思います。 

  まず先ほどちょっとお話も出た、「暴露状況の記載追加について」事務局から御説明を
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お願いいたします。 

○増田課長補佐  それでは、御説明いたします。これまで清涼飲料水の評価書案につきま

しては、平成 15 年から検討を続けてきたところですけれども、暴露状況の記載はしない方

向で作成しておりました。一方で汚染物質専門調査会の審議の中で、特にメチル水銀の評

価書を作成した際に、暴露量が現実問題としてどのように存在しているかをきちんと記述

するところまで入れた方がいいという御意見もありまして、評価書に暴露状況を記載した

という経緯があります。 

  それから、暴露状況も評価を行う上で重要な一項目であるということも踏まえまして、

清涼飲料水の評価書についても暴露状況を記載すべきと考えたわけでございます。 

  そこで既にワーキンググループにおいて審議しております６物質につきまして、暴露状

況についての追加案を作成しております。暴露状況の追加案につきましては、各物質につ

いて、原水と水道水の汚染状況が調べられております、水道統計、水質管理目標設定項目

等基準化検討調査。こういったものを基に作成しております。 

  資料２を御覧ください。これは今まで専門調査会で審議しました、四塩化炭素、１，４

－ジオキサン、塩素酸、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール、塩素（残留塩素）に

追加する項目として作成しております。 

  まず四塩化炭素でございますが、平成 16 年度水道統計における四塩化炭素の水道水の検

出状況は、表５のとおりでございます。原水においては、最高検出値は水道法水質基準値

0.002 mg/L の 40％超過から 50％以下ということでした。大部分は水道基準値の 10％以下

ということであります。 

  一方、浄水におきましては、最高検出値は水道基準値の 30～40％。これも大部分は 10

％以下ということであります。 

  水道法水質基準値の 10％以下である濃度 0.0002 mg/L となりますけれども、この水を体

重 55 kg の人が１日当たり２Ｌ摂取した場合、１日あたりの体重 1kg の摂取量は 0.008μg

/kg 体重/日と考えられます。この値と言いますのは、ＴＤＩ0.71μ g/kg 体重/日の 80 分の

１程度ということで、ＴＤＩに対して実際の暴露はかなり余裕があるように考えられると

いうことでございます。 

  ２ページが１，４－ジオキサンということであります。これも水道統計の結果が表５に

示されております。これも大部分は 10％以下というようなことでございます。水道水、水

質基準値の 10％であります濃度 0.005 mg/L の水を 55 kg の人が１日当たり２Ｌ摂取した

場合、１日当たり体重１kg 当たりの摂取量は 0.2 μ g/kg 体重/日ということで、これもＴ
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ＤＩ16 μ g/kg 体重/日の 80 分の１で、かなり余裕はあるということでございます。 

  ３ページが塩素酸であります。塩素酸の暴露につきましては、二酸化塩素が水道水の浄

化処理に使用された場合と次亜塩素酸の長期間貯蔵による酸化によるものが想定される。 

 水質管理目標設定項目等基準化検討調査における検出状況は、表３のとおりでございます。 

 原水において最高検出値は水道法水質管理目標 0.6 mg/L の 10％から 20％以下で、大部分

は 10％以下でありました。一方、浄水におきましては、最高検出値は 100％超過というこ

とでしたが、その中で調査地点 90％を占めるものは水質目標値の 40％ということでござい

ます。 

  水質管理目標値の 40％である濃度 0.24 mg/L の水を 55 kg の人が１日当たり２Ｌ摂取し

た場合、９μg/kg 体重/日という数字が出てきます。この値はＴＤＩ30 μ g/kg 体重/日の

３分の１程度ということでございます。 

  ４ページ、ジクロロアセトニトリルでございます。これも塩素処理における副生成物と

いうことでございます。水質管理目標での検討調査における水質検出状況は表に示したと

おりです。 

  これにつきましても、大部分は水質管理目標値の 10％以下で、その 10％以下で計算した

値というのはＴＤＩの 18 分の１程度ということで、これもかなり幅があると考えます。 

  ５ページ、抱水クロラールでございます。これも塩素処理における副生成物として生成

いたします。検出条件は表５に示しております。これについては大部分、調査地点の 90％

が水質管理目標値の 20％以下ということで、その水質管理目標値の 20％ということで計算

しますと、ＴＤＩ4.5μg/kg 体重/日の 20 分の１という状況でございます。 

  ６ページ、塩素（残留塩素）でございます。これも塩素処理によって水中に残留した有

効塩素として存在しております。検出状況は表３のとおりであります。90～100％というの

が調査地点の 90％ということでございます。 

  これを 100％として見た場合で計算いたしますと、濃度１mL ということで、体重 55 kg

の人が１日当たり２Ｌ摂取した場合、37μg/kg 体重/日ということで、この値はＴＤＩ136

μg/kg 体重/日、ここには３分の１と書いてあるんですが、４分の１から３分の１程度と

いう形に直していただきたいです。４分の１から３分の１程度という状況でございます。 

 以上が、暴露についての追加記載の内容でございます。 

○佐藤座長  ありがとうございました。ただいま御説明のように、暴露状況を追加してお

いた方がいいのではないかということで、これまででき上がった評価書についても暴露状

況ということで現在の暴露レベルを、主に水からのものですけれども、入れていただいた
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ということでございます。 

  これは評価書を見ていただく方にも、単に評価した値だけではなくて、現在どうなって

いるのかをお知らせするという意味でも非常に重要なことだと思いますけれども、この暴

露状況追加そのものについて、あとは内容について、何か御意見があれば伺いたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  前川先生、どうぞ。 

○前川専門委員  化学物質のリスク評価がハザード評価から暴露も入れたリスク評価に変

わっていっているということで、こういう暴露の状況を伝えることは非常に大事なことだ

と思うんです。 

  ただ、たまたま今回の中では、塩素でありますとか塩素酸、言わば人為的に入れるもの

が比較的高いということだと思うんですけれども、問題はそういうときにかなり幅がある

ものから、こういう塩素の場合はあまり幅がないということを考えたときに、例えばある

ところの水は非常に高いとかいうこともあるかと思って、そういう不安を抱く方もおられ

るかと思いますので、やはりこれからこういうデータを出せば、あと一番大事になるのは、

リスクコミュニケーションだろうと思いますので、その辺のところはきちんとやっていた

だきたいと思います。 

○佐藤座長  ありがとうございます。確かに人為的に加えたものというか、消毒に使った

塩素だと結構ＴＤＩと近いところがありますので、その辺のところをきちんと説明してい

だくというのは大事なことだろうと思います。 

  その辺、事務局は何かお考えはありますか。 

○増田課長補佐  その辺は国民が不安を抱かないよう、しっかりと説明できるところは説

明していきたいと思っております。 

○佐藤座長  ほかに何か御意見はございますでしょうか。 

  細かいところで恐縮なんですけれども、資料２の最初のページの上の方にタイトルが書

いてあるんですが、「ジクロロアセトニトニル」になっているけれども、これは「ジクロ

ロアセトニトリル」ですね。 

○増田課長補佐  済みません。訂正いたします。 

○佐藤座長  あと、２ページ目のジオキサンの「μｇ」の「μ」がほかの「μ」とちょっ

と字が違うんです。意味的には全く問題ないんですが、ちょっと違うので直しておいてい

ただけるとありがたいです。 

○増田課長補佐  はい。 
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○佐藤座長  これはあくまでも水だけの暴露で、ほかの食べ物などの話は全然なくて、水

だけですね。恐らく水だけで十分だろうとは思いますけれども、その辺の考慮はどうでし

ょうか。 

  例えば、ほかの食べ物の中にも入っていることとかあり得ないのかどうかという、その

辺のところは、今後のこともありますので、何か御意見があればと思うんですが、いかが

ですか。水の中だけ気にしておけばいいということでよろしいですかね。 

  千葉先生、どうぞ。 

○千葉専門委員  ほかの食べ物からの摂取も考慮して、水からの分を１日２Ｌと推定して

いるので、それで水だけでいいのではないかと思います。 

○佐藤座長  ありがとうございます。事務局、何かありますか。 

○増田課長補佐  基本的に塩素とか塩素酸の副生産物については、水道水とかそういった

基準をつくるときに、水からの暴露が多いのではないかということで、寄与率をかけてお

ります。塩素とか塩素酸については 80％とかそのぐらいの率でかけておりまして、一方で、

１，１－ジオキサンとか四塩化炭素とかいったものに関しては、ほかからのことも考慮し

て 10％というような寄与率でやっております。一応、基準値に関してはそうやって幅を持

たせながらつくっているというのが状況だと聞いております。 

○佐藤座長  ありがとうございました。濃度の方を決めるときに寄与率を考えているとい

うことですね。 

○増田課長補佐  はい。 

○佐藤座長  ほかにございますか。小泉先生、どうぞ。 

○小泉委員  この大部分は何％以下であったという結果の計算方法を教えてほしいのです。

ほとんどは、多分、浄水の全体の中の 90％を占めるところの値が、例えば 20％以上で 30

％以下に入る場合は、それを大部分として 30％としているのでしょうか。 

  そうすると最後の塩素ですが、これは 100％以下と計算されていますけれども、この意

味は 1,175 か所から 90％を超えて 100％以下までの測定地点数を足せば 90％となり、従っ

て最大値の 100％をとるという計算でよろしいのですか。 

○増田課長補佐  ここの 90％超過 100％以下、ここの 88 という数字がありますけれども、

ここまでの数字が 90％ということで、その最高値 100％で計算をさせていただいておりま

す。 

○小泉委員  それはすべてほかのもそういう計算法ですね。 

○増田課長補佐  そうです。 
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○小泉委員  わかりました。 

○佐藤座長  だから、若干多めの方へ計算しているということだと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。千葉先生、どうぞ。 

○千葉専門委員  塩素のところでちょっと気になるんですけれども、残留塩素はなくては

ならないもので、ほかのものはあまりあってほしくないものですから、記述が同じように

書いてあるので、もう少しこの残留塩素に関しては記述の工夫があった方がいいのではな

いかと思います。 

  下の表ですけれども、原水はいいんですが、浄水の方はやはりなくてはならないもので、

かなり低いものがこんなにあってもいいのかなということです。今、あまり議論をすべき

問題ではないかもしれませんけれども、何かちょっと気になるんです。 

○佐藤座長  この浄水というのはどこで取ったものなのかというのは、わかりますか。 

○増田課長補佐  供給される供給線のところと聞いております。 

○佐藤座長  だから、そうすると残留塩素の場合には、ちゃんとした基準がありましたね。 

○千葉専門委員  あります。 

○増田課長補佐  ただ、残留塩素の場合、基本的に水質管理目標でも 100％超過した場合

には、そこはしっかり管理して、それに下げることをしなければならないということにな

っております。 

  あと、塩素に関しましては、においの部分がありまして、本当は正確に計算していくと

５mg/L でも基準値はいいんですけれども、においのことを考慮して１mg/L の基準値にして

いるところがありまして、それだけのＴＤＩに対しての幅は持たしているということは言

えると思います。 

○佐藤座長  わかりました。ただ、千葉先生の御指摘のように、残留塩素というのはある

意味では消毒の効果を確認して、残しておかなければいけないという基準もあるので、そ

の辺の書き方が暴露状況のところは確かに難しい。それから、そのリスクコミュニケーシ

ョンを考えた場合に、若干今までのものとは違いますよということが大事なことだろうと

思うんです。重要な御指摘をいただいたと思います。 

  ほかに何か御意見はございますか。どうぞ。 

○増田課長補佐  その辺の書き方は、また千葉先生にも相談させていただいて、その辺の

指示を受けながら、書き方を工夫しようと思います。 

○佐藤座長  そうですね。これは暴露状況のところではなくて、そこの辺りがどう書いて

あったか今は思い出せませんけれども、もしかすると評価書本体の今まであったところも
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変えなければいけないと思います。 

  ほかのところはいかがでしょうか。もしこれ以上御意見がなければ、塩素で「（残留塩

素）」とわざわざ書いてあるわけですけれども、その部分については若干書き方の工夫を

していただき、ほかの５物質についてはこういう記載を追加させていただくということで

よろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○佐藤座長  では、塩素についてはそういう変更をお願いいたします。事務局の方で、そ

れに基づいて進めていただきたいと思います。 

  それでは、続きまして、次の審議に進みたいと思います。前回、継続審議となったジク

ロロエチレンから始めたいと思います。評価書はかなりボリュームがありますので、御説

明の方は概要版を主に使って御説明いただいた上で、御議論を願いたいと思います。 

  それでは、資料３で御説明をお願いいたします。 

○増田課長補佐  それでは、資料３－１、３－２を御覧ください。 

  １，１－ジクロロエチレンでございますが、まず資料３－２の裏を見ていただきたいん

ですが、前回ＴＤＩ設定のオプション①で案を出して説明をいたしました。その際に不確

実係数でその発がん性を踏まえて、不確実係数 1,000 にするということで、これは実際の

発がん性につきましては吸入暴露では発がん性が認められているんですが、経口暴露では

認められていないというような状況がある中で、そこまで不確実係数をとる必要があるの

かという御意見が出ておりました。 

  また「４．参考」の３段目にあります、ＷＨＯ第３版追補。これは 2005 年に出ているん

ですが、この中ではベンチマークドーズレベルを使った評価をしている。更にその下のＥ

ＰＡ、ＣＩＣＡＤ、これらについても同じようにベンチマークドーズレベルを使った評価

をしているということで、その辺をどうするのかという御議論がございました。 

  １，１－ジクロロエチレンについては新たな案としまして、そのＢＭＤＬを使った評価

をオプション②として提案して、不確実係数については吸入暴露でしか発がん性が認めら

れていないということを踏まえて、不確実係数 100 という案を作成しております。 

  資料３－１の 19 ページの「案２」でございます。ここに「２．用量反応評価」が書かれ

ておりまして、その３行目からになりますが「ＮＯＡＥＬが得られていないことから、Ｗ

ＨＯ第３版追補（2005）と同様にＮＯＡＥＬに近い値として導きだされているＢＭＤＬを

用いることが、最も適当と考えられる」ということを記載しております。 

  そういったことで、今回の場合はＬＯＡＥＬがあるんですが、ＮＯＡＥＬが得られてい
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ないということを踏まえて、そういう場合にはＢＭＤＬをとる方法もあるのではないかと

いうことでございます。 

  下から４行目なんですけれども「発がん性については、経口投与では発がん性物質であ

ることを示す証拠が得られていないこと、吸入暴露でマウスの腎臓の腺がんの増加が認め

られているが、Swiss マウスでは腎臓がんが比較的多く、ラットの吸入暴露では認められ

ないこと、また、発がん性が認められた吸入暴露で、吸入ユニットリスクの誘導の根拠と

なる十分な証拠が得られていないことから、発がん性の可能性は考慮しないこととする」

ということで、これにつきましては、発がん性を考慮した追加の不確実係数は入れないと

いう形で案をつくっております。 

  そのほか、前回の後に訂正した内容としましては、資料３－２を見ていただきたいんで

すけれども「（５）遺伝毒性試験、発がん性試験」のところで線が引いてあると思います。 

  in vitro で「多くの試験で陽性の報告がある」ということをもう少し詳しく「細菌、酵

母、培養細胞を用いた遺伝子突然変異試験で代謝活性化系の存在化で陽性」「培養細胞を

用いた染色体異常試験で代謝活性化系の存在化で陽性」ということを具体的に記述してお

ります。その辺の記述につきましては、資料３－１の９ページに書いてある内容をここに

詳しく書いております。 

  in vivo 試験につきましては、概要のところではマウスリンパ腫細胞を用いた染色体異

常試験は行われていない。これは記述を訂正した程度でございます。 

  発がん性についてなんですけれども、吸入暴露につきましては、ラットでは乳腺腫瘍、

マウスでは腎臓腺がんを誘発する知見がありということなんですが、ここで訂正なんです

けれども、ラットの乳腺腫瘍は用量相関はないので、ここは前川先生、広瀬明彦先生の話

も聞きたいんですけれども、そういう意味から言うと、ここは削除した方がいいのかなと

思います。そんなところが前回から新たに訂正したところでございます。 

  まず、ここまではいかがでしょうか。 

○佐藤座長  ありがとうございます。前回からの継続審議ということで、前回決まらなか

ったわけなんですけれども、その時は、ＬＯＡＥＬ９mg/kg 体重/日として、これに発がん

性を考えた上でトータルの不確実係数を 1,000 として９μg/kg 体重/日というＴＤＩを算

出したわけですね。 

  ところが、これは発がん性が吸入暴露でしか見られないということ、ＷＨＯは第３版の

追補でＢＭＤＬとしている、という御意見があって、前回は判断を保留していたわけです。 

  今回、２つのオプションというか、もう一つオプションを加えていただいて、ラットの
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試験で２年間の飲水投与試験でＢＭＤＬが 4.6。これは肝腫瘍中心性の脂肪変性というこ

とになりますけれども、それに不確実係数 100 で、ＴＤＩは 46 という値が算出されており

ます。 

  この辺の考え方や値そのものについて御意見を伺いたいと思うんですが、先ほど御説明

の中で言い間違えたかと思うんですが、評価書の方の 19 ページの赤で書いてある「案２」

の中身で４行目になると思いますけれども「ＮＯＡＥＬに近い値として導きだされている

ＢＭＤＬ」とおっしゃっていたんですけれども、書いてあるのは「ＢＭＤ」ですね。私の

はそうなっています。これはやはりおっしゃったようにＢＭＤＬですから、後で直してお

いていただきたいと思います。 

  どのデータをとるのかということと発がん性についてどう考えるのかで、オプション①

になるか、②になるかということになると思いますが、その辺を中心に御意見を伺いたい

と思います。いかがでしょうか。 

  それでは、こちらから御指名させていただきたいと思います。前川先生、いかがでしょ

うか。 

○前川専門委員  まず発がん性ですけれども、確かにデータからは経口投与での試験では

発がん性を示すデータは出ておりません。出ているのはあくまで吸入毒性なんですけれど

も、まず吸入の方ですと、ラットでは乳腺腫瘍が投与群で少し増えているというデータで

すけれども、先ほど御説明がありましたように用量相関ははっきりしていない。 

  それから、増えている腫瘍の型別を見てみますと、あくまで乳腺の線維及び線維腺腫。

逆に言えば、これはもともとこのラットに自然発生するものが少し増えている。だけれど

も、用量相関はないというデータかと思うんです。 

  マウスの方では腎臓の腺がんが確かに増えております。ですけれども、これはまたマウ

スの特殊性がございまして、この系統のマウスには比較的腎臓の腺がんが起こるという系

統のマウスです。 

  一番気にかかるのは、変異原性試験がかなりいろんな試験で陽性ということではありま

すけれども、少なくとも発がん性のデータからはあまりはっきりとした発がん性の証拠は

ないというように思います。 

  ただ、全くゼロというわけにはいかないんだろうとは思いますけれども、発がん性に関

してはそういう意見です。 

○佐藤座長  ありがとうございます。広瀬明彦先生。 

○広瀬（明）専門委員  これはベンチマークドーズの指標と不確実係数の指標と発がん性
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に対する不確実係数の関係が実は複雑に絡んでいまして、まずＮＯＡＥＬが求まっていれ

ば割とすっきりいくはずなんですけれども、ＬＯＡＥＬを根拠にとらなければいけなかっ

たということもあります。 

  その次に、通常ＬＯＡＥＬですと不確実係数 10 を使うところですけれども、どうも発現

の頻度とかを見ると、そんな 10 倍も下になるほどのものではないということで、多分発が

ん性の不確実性を加味した 10 というのは、実は加えられているようなことになっているん

だと考えます。 

  今の話で、もし発がん性を考慮しないということになれば、では、ＬＯＡＥＬに対して、

どのくらい不確実係数が必要かとなると、これは難しい問題で、そういう意味でベンチマ

ークドーズの導入が考慮されてきたのではないかと考えます。 

  ベンチマークドーズについては過去のいろいろな計算例から、ＢＭＤＬ10 が大体ＮＯＡ

ＥＬに相関するといった報告が最近もあります。この場合ですと、例えばＬＯＡＥＬに対

して約半分がＢＭＤＬになっている。もしそういう実験が行われてたら、10 倍はなくても

２～３倍くらいでＮＯＡＥＬが出たことになるという考えの基で使うということで、ＷＨ

Ｏの第３版追補はＥＰＡの考え方と多分同じだと思いますけれども、そういう考え方にな

っているということです。 

  切り分けるとすると、ＬＯＡＥＬに対する不確実係数をどうするかということと、発が

ん性をどう考慮するかということをここで御審議していただくことが、とりあえず少しは

クリアーになることではないかと思います。 

○佐藤座長  ありがとうございます。確かにおっしゃるとおり、問題点を整理していただ

いたと思うんですけれども、まず発がん性については吸入毒性でしかないということで、

先ほど前川先生から、この場合にはあまり考慮しなくてもいいのではないかという御意見

だったと思うんでけれども、その辺からもうちょっと詰めていきたいと思います。 

  確かに in vitro の試験では変異原性は出ているわけですね。その辺を太田先生から御意

見をいただければと思います。 

○太田専門委員  in vitro では肝臓のミクロソームの代謝酵素系を入れた条件ですね。そ

ういうところで陽性になっているんです。in vivo の試験が陰性であることから、この代

謝は in vivo では起こりにくいと理解しております。 

  ただ、この物質ではないんですけれども、似たような物質でジクロロメタンというのが

ありまして、やはり似たような反応性を示します。そちらの方は吸入でのいろんな変異原

性試験をやっているんです。それでは陽性だというのがあって、こちらの場合にはそうい
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うデータがないので何とも言えないんですけれども、そういう情報を考えるとこの発がん

性も、吸入の場合にはいろいろと遺伝毒性が関連する可能性は否定できないのではないか

と思います。ただ、ジクロロエチレンの場合には、そういうデータかありませんので、そ

の議論にはならないかと思います。 

○佐藤座長  暴露経路を考えた上では、発がん性はあまり考えなくてもいいのではないか

と伺ったんですけれども、そういうことでよろしいですか。 

○太田専門委員  はい。 

○佐藤座長  ほかにどなたかございませんか。千葉先生。 

○千葉専門委員  水道水ですと吸入も気を付けなくてはいけないかもしれませんが、これ

は清涼飲料水だということ。それから、概要版の最後のところにＩＡＲＣがグループ３と

していることも考えると、やはり発がん性は考えなくてもいいのではないかと思います。

○佐藤座長  ありがとうございます。 

  廣瀬先生、どうぞ。 

○廣瀬（雅）専門委員  これはジクロロエチレンの代謝経路の中で、確かにエポキシドが

出てくるので、そのエポキシドが遺伝毒性に多少関わっているんだとは思うんですけれど

も、遺伝毒性の中でも in vivo では陽性所見がないということと、経口投与で発がん性も

見られていないことを考えますと、エポキシドが形成されても、それは発がんには関与し

ていないのではないかと思います。 

  オプション②ですけれども、非常によくまとめられていると思います。ラットを用いた

２年間の飲水投与試験の毒性の出ている所見を見ますと、一番低い用量で肝細胞の肥大が、

対照群が 80 匹中の３匹に対してコントロールが 48 匹中の７例で、有意には増加しており

ますけれども、肝細胞の肥大だけで、さほど大きな毒性でもないということを考えると、

ＬＯＡＥＬは９mg ですけれども、ＮＯＡＥＬに近い値だと思います。そうしますと、この

ベンチマークドーズレベルというのはリーズナブルではないかと思います。 

  ですから、私としては、このオプション②に非常に賛同できると考えています。 

○佐藤座長  ありがとうございました。今まで伺っていたところを見ますと、この清涼飲

料水の評価としては、この発がん性はあまり考えなくてもいいのではなかろうかというよ

うな御意見だったと思います。更に今、ベンチマークドーズを使ったオプション②の方で

よろしいのではないかという御意見も出てまいりました。 

  もし、オプション①を使うとしても、発がん性の可能性とＬＯＡＥＬを使うというとこ

ろで、例えばこれが２とか３ぐらいになってしまうと、２だとすれば 45 という値にはなる
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んだろうと思うんですけれども、値としてはもしかするとオプション②の方に近くなるか

と思うんですけれども、もし発がん性をとらないとすると、考え方の整理として、次はど

ちらがいいのか。あるいは非常に弱いものだと考えるとすれば、ＴＤＩは９でなくてもう

ちょっと大きくなるだろうと思うんだけれども、そのときは不確実係数をどう考えるのか。

あるいはＢＭＤＬの方を使って、そのＬＯＡＥＬに対する、あるいは弱い発がん性に対す

る不確実係数を入れないようにするのか。これはもう論理がどちらがよりすっきりするか

という話のような気がするんですけれども、その辺について、もうちょっと御意見を伺い

たいと思います。 

  前川先生、どうぞ。 

○前川専門委員  私は統計とかコンピュータは得意ではありませんので、ＢＭＤＬの話は

必ずしも頭の中で十分理解しているわけではないんですけれども、先ほど、広瀬明彦先生

がおっしゃったように、少なくともＮＯＡＥＬが出ておれば問題はなかったわけです。だ

けれども、ＮＯＡＥＬに近いＬＯＡＥＬだとは思いますけれども、少なくともデータから

はそれをＮＯＡＥＬとは言えないような状態を考えたときに、ベンチマークドーズを利用

するのは非常にいいことだろうと思います。 

  ただ、ベンチマークドーズは何もＮＯＡＥＬが出ていないから、そのデータを使ってＮ

ＯＡＥＬに近い値を出せるものではないと聞いておりまして、やはりそれなりの用量相関

を持ったきちんとしたデータがなければ出せない話だと思いますので、この際この試験か

らそういうものが出せたということであれば、やはりベンチマークドーズの方がよろしい

のではないかと思います。 

  ただ、もしベンチマークドーズを使わないでオプション①をとるとしたら、今度はＮＯ

ＡＥＬに近いＬＯＡＥＬ及び発がんの可能性として 10 をかけている不確実係数は、やはり

高過ぎるだろう、せいぜい２か３だろうと思います。 

○佐藤座長  ありがとうございます。オプション②とする意見だったと思います。 

  広瀬明彦先生、どうぞ。 

○広瀬（明）専門委員  追加になりますけれども、私も何もかにもベンチマークドーズと

言うつもりではなくて、やはり出てきた値が実験結果に比べてリーズナブルな値が出てき

た。その後づけ的な感覚も勿論ありますけれども、より不確実係数というものを説明でき

る値に変換できる。そのときたまたまベンチマークドーズが適切な最終的な結果であった

という判断ができれば、それを採用していいのではないかと思います。 

○佐藤座長  ありがとうございます。オプション②の方でいいという御意見が多いと思い



 

 19

ますけれども、そういう格好でよろしいですか。 

  では、特にこれ以上御意見がなければ、１，１－ジクロロエチレンについては資料３－

２の「３．ＴＤＩの設定」のところでオプション②ということで、ベンチマークドーズを

使って不確実係数は 100、これは個体差、種差それぞれ 10 ということになるかと思います

けれども、それでＴＤＩが 46μg/kg 体重/日ということにさせていただきたいと思います。

 それから、さっき事務局から考えてくださいということで出た資料３－２の下の方の発

がん性のところですけれども、ラットでは乳腺腫瘍が認められたが、用量相関が明らかで

はないということ。それから、マウスでは腎臓の腺がん、これは種にかなり特異なんだろ

うと思うんですけれども、ここの辺りは、そういうことを付け加えて記述するということ

で、よろしいですかね。 

○前川専門委員  先ほどもちょっと申し上げましたように、特にラットの乳腺腫瘍の場合

は、用量相関がないということと、あくまで自然発生で起こるような乳腺腫瘍のタイプが

増えているわけですから、型別を書いていただいた方がよろしいんではないかと思います。 

○佐藤座長  そうしたら、その辺は事務局が前川先生と御相談して、ちょっとそこのとこ

を付け加えて、評価書を修正していただきたいと思います。そのような格好で事務局は作

業を進めていただきたいと思います。 

○増田課長補佐  わかりました。それでは、これにつきましても、汚染物質・化学物質専

門調査会に報告した上で、意見、情報の募集という手続をしたいと思います。その前に、

また皆様に訂正等を御相談すると思いますので、その際はまたよろしくお願いいたします。

○佐藤座長  それでは、次に進みたいと思います。次は資料の４－１と４－２なんですけ

れども、シスとトランスの１，２－ジクロロエチレンということでございます。 

  これは一緒に御説明をいただきたいと思うんですけれども、評価書も１つになっている

ようなんですけれども、では事務局、よろしくお願いいたします。 

○増田課長補佐  それでは、御説明いたします。資料の４－１、４－２を御覧ください。

シス－１，２－ジクロロエチレンとトランス－１，２－ジクロロエチレンの案を一緒に書

かせていただいております。 

  主に、資料４－２の概要版に基づいて説明いたしますが、ヒトへの影響については、ヒ

トへの影響に関してのシス－１，２－ジクロロエチレンの経口摂取における有害影響研究

の報告はないとされております。 

  実験動物の影響でございますが、これは評価書の５ページから６ページに記載させてい

ただいております。 
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  まず、急性毒性ですが、これは５ページの真ん中辺りから評価書の方では書かれており

ますが、シス体においてはラット６匹中２匹死亡というのが、4,900mg/kg 体重で起こって

おります。 

  それから、トランス体につきましては、ラットのＬＤ50 が雄 7,902 、雌 9,939mg/kg 体

重、それからマウスのＬＤ50 は雄が 2,122 ～ 2,221 、雌で 2,391mg/kg 体重という形にな

っております。 

  短期毒性試験の結果が６～９ページに示されております。 

  まず、シス体ですが、これについては６～７ページ、それから 23 ページにまとめた表が

ございます。短期毒性試験、長期毒性試験等の簡単な概略になっております。 

  まず、シス体ですけれども、これは一番低いＮＯＡＥＬとしましては、ラットの 90 日の

強制経口投与試験、これは表の４でいきますと、②に当たります。これでＮＯＡＥＬとし

まして、ヘマトクリット値の低下をエンドポイントとしまして、32mg/kg 体重/日という値

がございます。 

  それから、トランス体につきましては、マウスの 90 日間飲水投与試験、これが表４の⑤

に当たります。ここで見られました血清ＡＬＰの上昇、用量相関性は明確ではないんです

けれども、ここの部分が 17mg/kg 体重/日という数字が出ております。 

  それから長期試験、これは有用な報告がございませんでした。それから生殖発生毒性試

験、これについても有用な報告がありませんでしたが、シス体のラット 90 日の強制経口投

与試験と、それからトランス体においてはラットの 90 日間飲水投与試験で、最高用量であ

っても生殖機関に病理組織学的影響は認められなかったとされております。 

  遺伝毒性、発がん性でございますが、これは評価書で言えば、10 ページから 11 ページ

に記載されておりまして、20 ページから 21 ページに表がございます。表１が in vitro 試

験、表２が 21 ページになりますが、in vivo 試験ということでございます。 

  ここでシス体におきましては、マウスの宿主経由法でサルモネラ、酵母Ｄ７に対して変

異原性を示したが、細菌を用いた遺伝子突然変異、培養細胞を用いた染色体異常の多くの

試験で陰性。 

  トランス体についても、マウス宿主経由法で酵母Ｄ７に対して変異原性を示したが、そ

の他の細菌を用いた遺伝子突然変異、培養細胞を用いた染色体異常試験では陰性というこ

とでございます。 

  シス、トランスともに in vivo の試験の方を見てみますと、マウス、骨髄細胞の染色体

異常の試験が陰性であるということから、遺伝毒性であるとは考えられないという結論に
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しております。 

  一方で、発がん性試験については報告はございません。こういったことから、現時点に

おいては、遺伝毒性発がん物質と判断する根拠がないとしております。 

  食品健康影響評価ですが、これは評価書の 15 ページから 19 ページに書かれておりまし

て、まず、オプションは今回２つ用意させておりまして、シスとトランスの和で基準値を

設定するというやり方が、まず、オプション①であります。 

  ＮＯＡＥＬ17mg/kg 体重/ 日、この根拠としてはマウスを用いたトランス異性体の 90

日間飲水投与試験における血清中のＡＬＰの上昇ということで、これはトランス体で得ら

れた 23 ページの表で行きますと、⑤の試験に当たります。それに不確実係数 1,000 とい

うことで、種差、個体差、それから短期試験に対して 10、ＴＤＩは 17μg/kg/ 体重/ 日と

いうことでございます。 

  シス、トランスの和で基準値を設定したことに関しましては、評価書の４－１の 16 ペー

ジに理由を簡単に御説明しております。 

  案の１、シスとトランスの和で、基準値を設定というところの用量反応評価の４行目か

らですが、トランス異性体は、シス異性体よりも低用量で毒性を示したこと、マウスはラ

ットより感受性が高かったこと、また、シス異性体とトランス異性体の明確な代謝系がわ

かっていないことにより、２つの異性体のＴＤＩの算出にトランス異性体をマウスに投与

した試験を用いることとする。 

  それから、ＷＨＯ第３版の水質基準見直しの際の評価と同様に、血清中ＡＬＰの上昇を

最も鋭敏なエンドポイントとして、ＮＯＡＥＬを 17mg/kg 体重/日とする。 

  また、特にシス異性体において、有用なデータが限られているということから、評価値

はＷＨＯ第３版と同様に、シス異性体とトランス異性体の和で算出することとするという

ことでございます。 

  それから、概要の方の裏に行きまして、オプション②ということで、シス、トランスと

それぞれ物質が違うということで、それぞれに基準値を設定するという案であります。  

シス－１，２－ジクロロエチレンにつきましては、一番低いＮＯＡＥＬは 32mg/kg 体重/

日というのが、ラットを用いた 90 日間の強制経口投与試験により求められておりまして、

ヘマトクリット値の低下というのをエンドポイントとしております。この値に不確実係数

として 1,000 、種差、個体差、短期試験、各 10 をとって、ＴＤＩ32μg/kg 体重/日として

おります。 

  トランス－１，２－ジクロロエチレンにつきましては、ＮＯＡＥＬを 17mg/kg 体重/日、
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先ほどの合算値と同じＮＯＡＥＬをとっております。それで種差、個体差、短期試験、そ

れぞれ 10 で、以上を適用して、ＴＤＩは 17μg/kg 体重/日としております。 

  ちなみに、暴露のところで、差し替えをしております。１枚紙で差し替えのペーパーが

行っていると思うんですが、暴露評価です。 

○佐藤座長  赤で派手に書いているものですね。 

○増田課長補佐  はい。１枚紙になっていると思います。 

  これは、17 ページの合算値の方の暴露の表現を変えております。17 ページの上の「４．

暴露状況」というのは、この内容に差し替えていただければと思います。暴露の方も合算

値で暴露を評価しております。 

  その暴露評価の基となったデータにつきましては、24 ページに表５としてシス－１，２

－ジクロロエチレンとトランス－１，２－ジクロロエチレンの検出状況が記載されており

ます。これを基に暴露の状況を記載しているわけなんですが、大部分は 10％以下というこ

とで計算しますと、これもＴＤＩ、どっちをとろうともかなり幅のある状況になっており

ます。 

  ちなみに案の２の暴露状況については 18 ページに書いてあるところでございます。 

  また概要に戻っていただいて、参考ですが、我が国の水道基準の見直しにおきましては、

シスとトランスを別々に評価値をつくっております。どちらもトランス異性体の 90 日間の

飲水投与試験におけます、血清ＡＬＰの上昇と胸腺相対重量の低下というのを取っており

まして、ＮＯＡＥＬは 17mg/kg 体重/日、不確実係数 1,000 ということで、17μg/kg 体重

/日というＴＤＩを設定しております。 

  それから、ＷＨＯにつきましては、我々の計算と同じです。 

  ＥＰＡ ＩＲＩＳにつきましても、考え方は我々の考え方と同じなんですけれども、これ

もトランスだけ評価されておりまして、20μg/kg 体重/日ということで、これは 17 を切り

上げて 20μg/kg 体重/日という形になっております。 

  ちなみに、ＥＰＡ ＩＲＩＳにおけます発がん性に対する評価では、グループＤ、ヒトの

発がん性に関して分類できないというような評価がされているところでございます。 

  以上です。 

○佐藤座長  ありがとうございました。比較的データが少ないところで、苦労して評価書

をまとめていただいたと思うんですけれども、長期毒性試験とか、生殖発生毒性試験は報

告がない。それから発がん性試験の報告もないようです。 

  ただ、遺伝毒性試験では、陰性の試験結果が出ていて、発がん物質とする根拠はないと
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考えられます。 

  あと、シス体とトランス体があるわけなので、これをどう考えるかということで、オプ

ションが２つ挙げられているかと思います。それぞれ別個に評価するのか、あるいは実際

にはこれにおいても区別がないだろうと思いますので、区別しないで評価して、ＮＯＡＥ

Ｌの低いトランス体の方で数値を決めていくという考え方になろうかと思いますけれども、

この辺について御意見をいただきたいと思います。 

  先ほどちょっと御説明もありましたけれども、17 ページの暴露状況においては、シス体、

トランス体を別々にしていたのを一緒にしてということだと思いますけれども、差し替え

の文章がありますので、そちらの方で考えていただきたいと思います。 

  それでは、オプション、どちらを取るかも含めていろいろ御意見を伺いたいと思います。

  では、前川先生、お願いいたします。 

○前川専門委員  今、事務局から御説明がありましたように、一応、オプション①と②を

出しているわけですけれども、私個人的にはオプション①でいいんではないかと思います。 

  それを補足説明いたしますと、これらの物質は、用途情報を見てみますと、シス体、ト

ランス体ともに別々で使われるということではなくて、実際には混合物として使われると

いうことが１つ。 

  それから、毒性データを見てみますと、シス体はマウスで、指標になったのは、ヘマト

クリット値の低下ということです。 

  トランス体の方は、マウスなんですけれども、血清ＡＬＰの上昇ということで、ちょっ

と動物の種類も違いますけれども、毒性の指標が少し違っているというように思われます。

  ただ、ほかのいろいろなデータを見てみますと、特にシス体の方ですけれども、これは

ラットでもＡＬＰが上昇するデータがございます。ですから、シス体、トランス体は、マ

ウス、ラットともにＡＬＰを上昇させる作用があると思われますので、そういうことも考

慮いたしますと、より低いＮＯＡＥＬであるマウスでの血清ＡＬＰの上昇を指標としたデ

ータを両方に適用しても構わないんではないかということであります。 

○佐藤座長  ありがとうございました。ただいま、オプション①の方でよろしいんではな

いかという御意見だったと思いますけれども、ほかに御意見があればどうぞ。いかがでし

ょうか。 

  どうぞ。 

○立松専門委員  今の前川先生の件で、現実には混じった形なので、細かく分けるよりは

総括的にやった方がいいかと思います。 
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○佐藤座長  オプション①を支持する御意見をまたいただきましたけれども、よろしいで

すか。確かに分けて考えてみたところで、現実問題としてはしようがないんだし、測定は

簡単に分けてできるんですかね。 

○増田課長補佐  今、実際に分けて管理しておりまして、それを分けてすることは可能で

す。 

○佐藤座長  現実の暴露を考えると、どっちが多いということもないんだろうと思います

し、そういう意味では、今、御意見の中でおっしゃっていただいたように、ＮＯＡＥＬの

低い方を取ってまとめてＴＤＩにするという考え方でいいように思うんですけれども、そ

れでよろしゅうございますか。 

（「はい」と声あり） 

○佐藤座長  それでは、オプション①を採用するということで、シス－１，２－ジクロロ

エチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレンではＴＤＩの設定でオプション①を採

用するというふうにさせていただきたいと思います。 

  それでは、それに沿って事務局の方で作業を進めてください。 

○増田課長補佐  わかりました。これにつきましても、汚染物質・化学物質専門調査会に

報告した上で、意見・情報の募集という形になると思います。その前に、皆様方にもう一

度御確認していただくということになるかと思いますけれども、その際はよろしくお願い

いたします。 

○佐藤座長  では、よろしくお願いいたします。 

  それでは、今日は盛りだくさんなんですけれども、ようやく終わりの方に来まして、テ

トラクロロエチレンについてということで、資料の５にあるかと思うんですけれども、事

務局の御説明をお願いいたします。 

  それでは、御説明いたします。資料５－１が評価書、資料５－２が概要という形になっ

ております。概要に沿って、評価書も示しながら御説明いたします。 

  まず、ヒトへの影響につきましては、評価書の方では５ページから 10 ページにかけて記

載させていただいております。 

  まず、神経系への急性影響ということで、見られる所見としては、意識レベルの低下、

麻酔効果、酩酊、知覚障害、高揚感などが報告されております。視覚への影響につきまし

ては、視覚パターンの識別能が対照群と比較して劣っていたというような報告もございま

す。 

  テトラクロロエチレンについては、評価書の方では６ページから 10 ページまで、疫学調
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査の結果がかなりあります。 

  そういった中で紹介いたしますと、テトラクロロエチレンで汚染された飲料水における

幾つかの疫学調査が行われているわけですが、目、耳の奇形、それから中枢神経系、染色

体、口蓋裂などの異常、それから出生時体重の低下、自然流産率の増加、幼児の白血病の

増加、高度非ホジキンリンパ腫及び非バーキット高度非ホジキンリンパ腫の発生の増加、

高暴露の女性で乳がんリスクの増加、肺がん、直腸がん等の調整オッズ比の高値などが見

られております。 

  しかしながら、この辺につきましては、暴露の誤分類の可能性、それから調べた交絡因

子が限られているということ。それから、飲料水が他の化学物質に汚染された可能性もあ

るということから、多数の研究者から問題点が指摘されておりまして、これらが飲料水の

テトラクロロエチレン汚染によるものかどうかというのは明らかではないという状況であ

ります。 

  それから、幾つかの疫学調査結果の中で食道がん、子宮頸がんのリスク増加が認められ

たとされております。 

  しかしながら、子宮頸がんについては統計的にわずかに有意だったものの重要な交絡因

子の調整が行われておらず、可能性は低いとされておりまして、それから食道がんにつき

ましては、テトラクロロエチレン暴露との関係について、確固たる結論を導くことはでき

ないとされております。 

  ２番目としまして「３．実験動物等への影響」ということで、これが 11 ページから 21

ページに示されております。 

  まず、急性毒性試験でございますが、経口のＬＤ50 につきましては、ラットで雄 3,835 、

雌 3,005mg/kg 体重でございまして、死亡に先立って振戦、運動失調、中枢神経系の抑制と

いったものが認められております。 

  短期毒性試験、これが 11 ページから 13 ページに記載されておりまして、それをまとめ

たものが表４ということで 30 ページに表でまとめさせていただいております。 

  まず「（２）短期毒性試験」。表の中では①～⑦までございますが、その中でラットで

一番鋭敏な値としましては、13 週間の飲水投与試験でＮＯＡＥＬとしまして、雌の体重増

加抑制をエンドポイントとした 14mg/kg 体重/日というのが一番低いＮＯＡＥＬでござい

ました。ラットの一番低いＮＯＡＥＬは、⑤になります。 

  ラットの６週間の強制経口投与試験のＮＯＡＥＬとしましては、肝毒性を指標としまし

て、14mg/kg 体重/日ということでございまして、これは番号でいきますと、表４の⑦の試
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験ということになります。 

  長期毒性試験については、表４では、⑧、⑨が長期毒性試験ということですが、ラット

の 78 週間の経口投与試験で、中毒性腎症、死亡率の上昇などがありまして、これをＬＯＡ

ＥＬとして採用しておりまして、471mg/kg 体重/日。 

  それから、マウスの 78 週間強制経口投与試験でこれも中毒性腎症、それから死亡率の上

昇などが見られておりまして、これもＬＯＡＥＬとしかとれていません。それで 386mg/kg

体重/日ということでございます。 

  神経毒性に対する試験が行われております。これは、表４ですと、⑩～⑭まで行われて

おります。 

  これでいきますと、ラットの８週間強制経口投与試験で、これはＬＯＡＥＬしかとれて

おりませんで、痛覚耐性、発作感受性の低下などが見られておりまして、それらをＬＯＡ

ＥＬとしまして、3.6mg/kg 体重/日ということでございます。 

  マウスにつきましては、７日間の強制経口投与試験で、自発運動量、全体の動きの低下

ということで、これはＬＯＡＥＬ５mg/kg 体重/日、これは表で行きますと、⑭の試験でご

ざいます。こういったデータがとれております。 

  生殖発生毒性試験につきましては、この表でいきますと、⑮～⑰までありますけれども、

その中で、ラットの妊娠６～19 日に強制経口投与した試験で得られているＬＯＡＥＬが出

ております。胎児吸収の有意な増加、生存出生児の有意な減少、出生後の死亡数の増加、

こういったものをＬＯＡＥＬとしまして、900mg/kg 体重/日という数字が出ております。 

  遺伝毒性発がん性につきましては、評価書の方では 16～17 ページに記載させていただい

ております。28 ページには表が示されております。 

  表１が in vitro の試験、表２が in vivo の試験ということです。 

  まず、in vitro の試験ですけれども、細菌を用いた遺伝子突然変異試験では陰性、培養

細胞を用いた姉妹染色分体交換試験、不定期ＤＮＡ合成試験は陰性であったとされており

まして、染色体異常試験についてのデータはないとされております。 

  in vivo の試験におきましては、ラット、骨髄、ヒトリンパ球を用いた染色体異常を誘

発しない。 

  マウス小核試験で陰性であった。ショウジョウバエ／伴性劣性致死突然変異試験は陰性

ということでございました。 

  発がん性につきましては、17 ページから 21 ページまで書かれております。 

  まず、ラットにおきましては、評価として採用するのに適当な経口投与試験はないが、
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吸入暴露において、腎臓におけるがん発生の誘導が示唆され、単核球性白血病の増加が見

られたということで、17 ページの１）にラットの発がん性試験、ラット 78 週間、強制経

口投与試験とありますが、これは経口投与試験なんですけれども、中毒性腎症で、早期に

かなり死亡してしまったということで、ラットの発がん性を評価するには妥当とは考えら

れないというような評価がされております。 

  それから、ラットの吸入暴露試験におきましては単核球性白血病、雄に腎尿細管腺腫あ

るいは腺がんを誘導したとされております。 

  また、マウスの発がん性の結果は、18 ページに書いてありまして、経口投与試験では、

これもラット同じように、早期高死亡率とか、介入性感染症による肺炎などが発生してお

りまして、ちょっと評価するには信頼性が低いと考えられるんですが、マウスの 78 日間強

制経口投与試験の５行目辺りなんですが、肝細胞がんの発生率が多少増加しているという

ことが示唆されております。 

  あと、ラットやマウスにおけるテトラクロロエチレン暴露による発がん性につきまして

は、18～19 ページに肝臓のことが書いてあるんですけれども、マウスに関する肝臓がんで

すけれども、ペルオキシゾーム増殖が関与しているということで、ペルオキシゾーム増殖

というのはヒトに当てはまらない。ヒトでペルオキシゾームの増殖反応はごく微小である

ため、マウスで観察されるような肝肥大と腫瘍発現はヒトの同じ機序では起こらないとい

うことが書かれております。 

  それから、腎臓に関して、これも種特異性があるということなんですが、20 ページ、21

ページ辺りに腎臓に関する発がん性について書かれているんですが、21 ページの頭のとこ

ろを見ていただきたいんですが、テトラクロロエチレンの腎臓に対する作用に種及び性特

異性が認められたことから、結果をヒトへ外挿するには注意が必要であるということが言

われている。 

  次の段落の下から３行目ですが、テトラクロロエチレンに誘導される雄ラットの腎腫瘍

は慢性毒性、タンパク顆粒による腎毒性及びβ-lyase 経路を介する遺伝毒性によるものと

考えられ、これらの機序はヒトにはあまり当てはまらないとされております。 

  もう一つ、ラットにおける白血病の話がありましたが、これは 25 ページの下のところに

書いています。ＩＡＲＣでは、ラットの白血病ということを懸念しているというところな

んですけれども、今回のラットの吸入試験におきましては、対照群で雄では 50 分の 28、

雌で 50 分の 18 認められているように、これは Fischer ラットにおいては自然発生率が高

い。ヒトでは逆にまれであるということであるから、ヒトへの外挿は不適当と判断される
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と書かれております。 

  このように、ラット、マウスにおけるテトラクロロエチレンの暴露による発がん性は種

に特異的で、ヒトに外挿するのは適当ではないと考えられているところでございます。 

  こういったことから、現時点においては、遺伝毒性があるとは判断できず、ラット及び

マウスにおける発がん性をヒトに外挿するのは適当でないと判断しまして、遺伝毒性発が

ん物質と判断する根拠はないということとしております。それでＴＤＩ設定ということを

考えております。 

  ＴＤＩの設定ですが、食品健康影響評価については、評価書の 23 ページから 27 ページ

に記載されておりまして、ＮＯＡＥＬは実験動物の実験で一番低かった値としまして、雄

のマウスの６週間の経口投与試験の肝毒性、それから雌雄ラットの 13 週間の飲水投与試験

の雌の体重増加抑制、この２つが同じ数字でありまして、14mg/kg 体重/日となっておりま

す。 

  不確実係数は、1,000 ということで、種差、個体差、それから短期試験であること、そ

れから経口の発がん性試験がどうなるかちょっとわからないようなところもあるという意

味合いもあるかと思います。それで 1,000 。ＴＤＩとして 14μg/kg 体重/日というのを取

っております。 

  ほかの国際機関、または他国の状況を参考としてまとめておりますが、ＷＨＯ第３版に

おいて採用しているＮＯＡＥＬは我々の評価と同じで、不確実係数は 1,000 ということで、

種差、個体差、発がんポテンシャルという形にＷＨＯはしております。14μg/kg 体重/日

です。 

  ＥＰＡにつきましては、マウスの６週間の経口投与試験、それからラットの 13 週間の飲

水投与試験ということで、我々のＮＯＡＥＬと同じです。これにつきましては、不確実係

数 1,000 ということで、種差、個体差、慢性毒性試験からの慢性影響への外挿ということ

で、14μg/kg 体重/日としております。 

  それから、モデル外挿法による過剰発がんリスク定量評価ということで、発がん性物質

として評価しているのが、現在の我が国の水道基準の見直しの中でされておりまして、リ

スクレベルが 10 のマイナス５乗で、10μg/mL で管理という形にしております。 

  その他としまして、ＩＡＲＣにおきましては、グループ２Ａ、ヒトに対して恐らく発が

ん性のある物質というふうに評価されておるところでございます。 

  以上がテトラクロロエチレンについてでございます。 

○佐藤座長  ありがとうございました。テトラクロロエチレンというのは、恐らく最も使
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われている有機溶剤の１つだろうと思いますけれども、ヒトへの影響、疫学的な研究を見

ると、結構何かありそうかなと思いますけれども、ただ暴露があまりはっきり同定されて

いないというか、よくわかっていないみたいな感じだと思います。 

  動物実験もかなりたくさんあるかと思いますけれども、マウス、ラットにおいて発がん

性がありそうだということです。ただ、少しメカニズムが特異的ではなかろうかというこ

とから、結局ヒトにおいてはどうなのか、はっきりした遺伝毒性のある発がん性物質とす

る根拠はないということからＴＤＩを設定できるのではないか。 

  ＴＤＩとしては、ＮＯＡＥＬを 14mg/kg 体重/日として、種差、個体差及び短期試験であ

ることと、発がんのポテンシャルという言葉で表現されていますが、それを合わせて、そ

れぞれ 10 という不確実係数をかけて、ＴＤＩとしては 14μg/kg 体重/日、国際的にも大体

そういうような値で来ているんではないかという御説明だったと思います。 

  発がん性に関する評価と、もう一つ、今、御説明のような評価でよいということでＴＤ

Ｉを決めるとしたら、こういう数値でいいのかという２点を御議論いただくことになるか

と思います。 

  どうぞ、御意見をよろしくお願いいたします。 

  いつも恐縮ですけれども、前川先生に口火を切っていただくのがいいかと思います。 

○前川専門委員  多少補足をさせていただきますと、これはＴＤＩが設定できると仮定し

た場合ですけれども、そこに書いてございますように、雄のマウスのデータ、あるいは雌

雄のラットのデータが一応評価をする対象の試験であろうかと思います。 

  マウスに関しては、そこにありますように、肝毒性を指標としてＮＯＡＥＬ14 mg/kg 体

重/日、ラットの場合は 13 週の試験ですけれども、体重増加抑制というのが指標になって

いますけれども、ラットの試験でもより高用量ですと、肝毒性が出てまいりますので、肝

が毒性であるということはいいだろうと思います。 

  実際には、この試験以外に非常に長期の試験がまだあるんですけれども、腎毒性が非常

に強く出ているということもございまして、少なくともＮＯＡＥＬを算定するためのデー

タとしてはできにくいんではないかと思います。 

  あと、一応発がんの可能性とかを踏まえての不確実係数は 1,000 としてＴＤＩ14 μ g/k

g 体重/日ということが算定できるんではないかと思います。 

  ただ、これは先ほど申し上げましたように、ＴＤＩ設定ができるという前提の下でして、

問題はＴＤＩが設定できないのではないか、特に遺伝毒性発がん物質ではないかという疑

いを完全に消すことができないというのが一番の問題です。 
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  人間で幾つかデータがございます。ただ、どれも確たる証拠はないようです。特に実験

動物では、幾つかの試験でポジティブなデータも出ていますけれども、いずれもすっきり

していないというところが現状かと思います。 

  それから変異原性試験も実際にはかなりのところでマイナス。特に in vivo では出てい

ないということを考えますと、個人的には genotoxic ではないんではないかと思います。

ただ、動物での実験を見てみますと、例えばマウスでもラットでも、非常に頻度は低いん

ですけれども、腎臓の腺がんの発生が見られている。それとともに、恐らく前がん病変と

思われる尿細管の核の肥大という所見が見られています。 

  ただ、核の肥大というのは、それがあるから特に genotoxic carcinogen ではないんです

けれども、実際に尿細管の障害が起こって、それが再生して云々というような障害に伴う

発がんというものとはちょっとメカニズムが違うんではないか。そうすると、多少 genoto

xic な可能性もあるんではないかなというような感じも受けます。 

  そういうようなことも考えますと、私個人としては、ちょっとうなるというのが現状で

す。ただ、いろんなことを考えますと、一応ＴＤＩは設定できるんではないかと思います

けれども、以上のようなところが多少問題点として残るんではないかと思います。 

○佐藤座長  ありがとうございます。発がん性について、前川先生から御意見を伺ったん

ですけれども、ほかにいかがでしょうか。 

  廣瀬雅雄先生どうぞ。 

○廣瀬（雅）専門委員  この剤はマウスで肝臓に発がん性が示唆されています。示唆され

ているといいながら、発がんの頻度はかなり高いんです。コントロールで 20 匹中 2 匹程度

ですが低用量では 49 匹中 32 匹、高用量になると、48 匹中 27 匹と、きれいな用量相関は

ないんですけれども、明らかに発がん性があるのではないかというデータです。 

  ただ、この試験では、肺炎が発生したり、あるいは何回も投与量を調整しており、評価

が難しいとはなっていますけれども、やはりかなり高い発生頻度と考えられます。 

  それから、遺伝毒性のデータもネガティブなものもあるし、ポジティブのものもある。

その中で一番気になりますのは、マウスの腎臓でＤＮＡに付加体ができるというような結

果が記載されています。16 ページの下から８行目ぐらいにマウスの肝臓のミクロソームを

用い、グルタチオントランスフェラーゼを添加した実験において、マウスの肝臓とラット

の腎臓でＤＮＡの結合の証拠が認められたというようなデータです。 

  それから、ほかにもＡｍｅｓ試験でポジティブというようなデータもないことはないと

いうことを考えますと、マウスの肝臓の発がん性に遺伝毒性が関与している可能性も否定
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はできないと思います。 

  それから、腎臓につきましても、α-２u グロブリンの影響だということが書いてありま

すけれども、腎臓の毒性を見ると、α-２u グロブリンというよりも、ほかのメカニズムに

よって起こる毒性である可能性が高いと思います。前川先生がおっしゃっていたように、

核の大小不同や、α-２u グロブリンとは考えられない毒性も出ており、腺腫の増加傾向も

見られるということですので、腎発がんについてもヒトに外挿できないということは言え

ないんではないかと思うんです。 

  トータルとして考えると、私は肝臓あるいは腎臓の発がんに遺伝毒性が関与している可

能性は高いんではないかと考えております。 

  その辺、太田先生の御意見もお聞きしたいと思います。 

○佐藤座長  今、発がん性を無視し得ないんではなかろうかという御意見だったと思うん

ですけれども、少し太田先生の方から御意見があったらお願いします。 

○太田専門委員  変異原性を見ますと、通常の in vitro の変異原性試験のところで、大半

が陰性なんです。さっきおっしゃいましたＤＮＡに結合した付加体、これはグルタチオン

トランスフェラーゼを添加したときに、in vitro で起こるということなんです。この酵素

は通常の試験では添加していないから、その評価というのは非常に難しいと思います。 

  in vitro の試験を見る限り、総合的に判断して陰性と考えていいんではないかと思うん

です。 

  in vivo の方は陽性の試験報告が２つあります。１つはＤＮＡ鎖の切断の誘発ですけれ

ども、切断が起こっても修復されれば別に問題ないので、染色体異常とかにつながるよう

なものでなければ問題ないわけです。 

  小核陽性が１つ報告があり、部分肝切除でやると増加するということです。ただ、部分

肝切除した小核試験というのは、変異原性試験の方ではほとんどデータがなくて、これを

どう評価するかは非常に難しいというか、評価ができないのが状況です。 

  染色体異常とか小核とか複数の試験が行われていて、これだけ多くの試験でネガティブ

なので、遺伝毒性はないという評価が妥当かなと思います。 

○佐藤座長  ありがとうございます。遺伝毒性はないと読んでいいだろうというお話だっ

たんですけれども、なおかつマウス、ラットではがんも出てくるんだということもあるわ

けなんですけれども、ほかにどなたかございますか。 

  では、広瀬明彦先生どうぞ。 

○広瀬（明）専門委員  これは、答えがないかもしれません。難しい問題かもしれないん
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ですけれども、長期の試験は強制経口投与で行われていて、ひょっとしたら後で議論にな

るかもしれないんですけれども、神経毒性が５mg から出ている。これも強制経口投与です。

  強制経口投与の場合は、飲水投与に比べて、多分 20 倍ぐらい濃度が高い。大体１回投与

量が１mg ぐらいで、大体ラット飲水１日 20mL ぐらい飲むことを考慮すると、要するに血

中の濃度が高かった状態で、神経毒性も低いところに出たということもあるし、あと発が

ん性試験も更に高い濃度で長期間、しかも神経毒性が出るくらい、明らかに出ている濃度

で、勿論それが発がん性が出たということで、そのときは恐らく genotoxic なメカニズム

が働いたかもしれないんですけれども、低用量の場合はどうだったかというところが多分

評価するところの一番の問題点になるのではないかと思います。そういう意味では、実験

の結果というのはいいんですけれども、なかなか読み方というのが難しいというところだ

ろうと思うんです。 

○佐藤座長  今、御指摘いただいた神経毒性のところ、評価書で言うと、30 ページの下の

方から 31 ページのところなんですけれども、ＮＯＡＥＬ、ＬＯＡＥＬの値がかなり大きく

変動しているというのは、先ほど気になっていたんですけれども、やり方によっていろい

ろ違ってくるのかなということもあろうかと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。発がん性をどう評価するのかというところです。ＩＡＲＣは

２Ａということだったんですけれども、ほかの国際機関あるいは日本の産業衛生学会なん

かの評価はどうなっていましたか。 

  あるいは事務局が少し見ている間に、ほかに御意見があったら伺いたいと思います。 

○増田課長補佐  評価書では、海外等の評価については、22 ページから紹介をしておりま

す。ただ、発がん性についてのＥＰＡの評価なんですけれども、ＥＰＡにおいては、ヒト

に対する発がん性について評価していないというような状況です。我々の得た情報という

のは、申し訳ないんですけれども、その程度です。 

○廣瀬（雅）専門委員  ＩＡＲＣの 1995 年のデータを知りたいです。なぜ２Ａに判断され

たか。２Ａに判断されるということは、動物試験では発がん性が確実ということです。 

○前川専門委員  疫学的にもあるということですからね。かなり疫学的なデータを注視し

たのだろうと思うんですけれども。 

○廣瀬（雅）専門委員  データが、遺伝毒性をある程度評価している可能性もあると思い

ます。 

○前川専門委員  ２Ａにした理由がよくわからないですね。 

○佐藤座長  22 ページの上の方に書いてあることですね。 
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○増田課長補佐  ＩＡＲＣの、資料の方でいきますと、32 番の資料になりまして、そこの

204 ページに結論が書かれておりまして、その結論を日本語訳したのが、この記述になっ

ております。 

○佐藤座長  ＩＡＲＣは、1995 年以降はないんですかね。これがテトラクロロエチレンで

一番新しいのかな。 

○増田課長補佐  テトラクロロエチレンについては、これが最新だという理解です。 

○佐藤座長  ほかに御意見はいかがでしょうか。立松先生何か。 

○立松専門委員  先ほど廣瀬先生が言ったように、マウスのデータからすると無視できな

い。非常に難しいという気がしております。 

○佐藤座長  そうですね。千葉先生、いかがですか。 

○千葉専門委員  難しいですね。ちょっとわかりません。 

○佐藤座長  そうすると、先ほどのＴＤＩの御提案というのは、発がん性がないというか、

評価をしなくてもいいということで、ＴＤＩの設定という御提案があったわけですけれど

も、しかし、その前に発がん性を評価しなくていいのかどうかというところで、ちょっと

疑問というか、ないというにはそういうところまでいっていないような気がするんです。 

 そろそろお約束の 12 時にもなりますし、ＩＡＲＣの発がん性２Ａとしている、あるいは

ほかの国際機関とかでもあまり出していないというのがどうしてなのかという辺りをもう

少し調べて、この発がん性について議論をした上で決めたいと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

  千葉先生、どうぞ。 

○千葉専門委員  ちょっと思い出したんですけれども、日本の労働衛生学会の方は、発が

ん性にしていないと思います。 

  というのは、有機溶剤中毒の規則で、もし発がん性だったら特化物に入っていると思う

んです。多分許容濃度は 50ppm です。 

○佐藤座長  恐らくそういう取扱いだったかと思います。私も産業衛生学会でどこの分類

にしているか、ちょっと頭の中にないんです。 

○千葉専門委員  有機溶剤に入っています。 

○佐藤座長  そういうような周辺状況もあるということですけれども、この辺をどう評価

するのか、動物実験のデータでありますので、若干周辺状況などを調べた上で、もう少し

議論をしたいと思うんですけれども、今日はその辺にしておきたいと思いますが、よろし

ゅうございますか。 



 

 34

（「はい」と声あり） 

○佐藤座長  それでは、テトラクロロエチレンについては、発がん性についてもう少し周

辺状況を調べた上で、また次回に議論をさせていただくということにしたいと思います。 

 以上４物質の審議で、最後のテトラクロロエチレンについては継続審議というか、審議未

了ということでございますけれども、審議の終わったものについては事務局に必要な作業

を進めていただきたいと思います。 

○増田課長補佐  審議が終了しました前半の３物質につきましては、御指摘のあった点を

修正しまして、汚染物質専門調査会、それから化学物質専門調査会に報告した上で、国民

からの意見、情報の募集の手続に進みたいと思います。 

  テトラクロロエチレンにつきましては、ＩＡＲＣの状況とか、他の国の状況とか、その

辺を調べた上で、また皆様方に御相談して、このワーキンググループに上げたいと思いま

す。 

○佐藤座長  わかりました。以上で予定しておりました議事はすべて終了というか、未了

のものもありましたけれども、議事は終了したいと思います。 

  では、事務局から何か追加はございますでしょうか。 

○増田課長補佐  特にございませんが、次の開催ですが、また日程の調整を事務局の方で

後日行いますので、その際はよろしくお願いします。 

○佐藤座長  これで、第４回合同ワーキンググループのすべての議事は終了いたしました。

専門委員の先生方から、何か今回のことで御意見がございますでしょうか。全般を通じて

で結構でございます。 

  特にございませんでしょうか。 

  それでは、これをもちまして、第４回「食品安全委員会汚染物質・化学物質専門調査会

合同ワーキンググループ」を閉会したいと思います。専門委員の先生、それから親委員会

の先生方、御参集いただきましてどうもありがとうございました。 

 


